2026年　民間主要産別等統一要求方針
	労働組合名
	全日建運輸連帯労組近畿地本


１．統一要求方針
	賃上げ要求方針
	職場環境改善の取り組み（働き方改革等）

	月　例　賃　金　等
	【近畿地本（関西地区生コン支部）】
○本勤労働者
(1) 月額最低賃金を67万円以上とすること。
(2) 最低年間賃金を1,000万円以上とすること（一時金含む）。
○日々雇用労働者
(1) 日額最低賃金を総支給額34,000円以上とすること。
○本勤労働者、日々雇用労働者共通
(1)過去の春闘で合意した賃金引き上げのうち履行されていないものは、速やかに実施すること。
【近畿地本（近畿地区トラック支部）】
(1) 組合員1人につき35,000円の引き上げ。
(2) 大幅な賃上げが困難な企業は、物価上昇分を加味した上で年収600万円を確保するため最大限努力すること。
【近畿地本（関西ゼネラル支部）】
○一般部会（正社員労働者）
(1)月額3万円以上の引き上げ
○一般部会（非正規雇用労働者）
(1)日給制の組合員は日額1,000円以上の引き上げ、時給制の組合員の最低賃金制度として時間額
　 1,500円以上を確立すること。
○医療・介護・保育部会
(1)月給制の組合員の賃金を月額30,000円以上の引き上げ、時間給制の組合員の賃金を150円以上の引き上げ、また、最低賃金を時間額1,500円以上とすること。
	（近畿地本（関西地区生コン支部））
１　日々雇用労働者の処遇改善
(1)雇用確保
　　①関西生コン関連労働組合連合会の推薦する日々雇用労働者を雇用すること。
　　②各工場は、保有車両について原則全車稼働させ、本勤労働者が欠勤する場合には必ず日々雇用労働者を雇用すること。
　　③日々雇用労働者の最低就労日数として、2か月通算で26日を保障すること。　等
２　女性労働者の条件整備
(1)男女別トイレの設置とその使用の徹底を図ること。
(2)法律に基づいて生理休暇を取れるよう社内での啓発に責任を持つこと。また、生理休暇は有給とし、従来の有給休暇とは別　　 枠で支給すること。　等
　　　※他、「労働時間短縮」、「休暇制度」、「定年・退職金」、「人員補充」、「輸送運賃の最低基準の確立」等について要求
【近畿地本（近畿地区トラック支部）】
１　労働条件に関する要求
(1)65歳までの雇用確保措置をとること。業界全体で深刻な問題となっている人手不足解消のため、施策を講じるとともに、希望者については70歳まで雇用を延長すること。
(2)チェックオフ（組合費控除）制度の導入を図ること。振込手数料は会社負担とすること。
(3)運輸業界の健全化をめざし、労使で設立した「トラック産業の将来を考える懇話会・近畿」に加入すること。
(4)新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ予防接種費用全額を会社が負担することに加え、罹患した場合に生活が困窮し
　　 ないよう平均賃金を保障すること。
(5)中小企業振興育成資金を1か月1口50,000円拠出すること。　等
【近畿地本（関西ゼネラル支部）】
○一般部会（正社員労働者）
(1)賃金・一時金・労働条件を引き下げることなく65歳までの雇用確保措置をとること。
(2)定年について、定年延長を原則とし、やむを得ない場合は再雇用制度を労使協議により決定すること。
(3)有期雇用を反復し1年以上勤務している非正規雇用労働者に、退職金制度を整備すること。
※他、「諸手当」、「総合福利」、「労働時間管理」、「休暇制度」、「休憩時間」、「人員確保」　等について要求
○一般部会（非正規雇用労働者）
(1)恒常的業務に従事し1年以上雇用契約を反復更新している有期雇用労働者は当人の申し出により無期雇用に転換すること。
(2)無期転換後の労働条件は正規雇用労働者と同一の就業規則、賃金規定、退職金規定等を適用すること。その際、有期雇用であった時の勤続年数を通算すること。※他、「諸手当」、「総合福利」、「労働時間管理」、「休暇制度」、「休憩時間」等について要求
○医療・介護・保育部会
(1)定年を賃金・一時金・労働条件を引き下げることなく65歳まで引き上げること。
(2)65歳以上であっても、本人が希望する場合は、組合と協議して本人の健康と業務担当能力に応じた雇用継続措置をとること。(3)有期雇用を反復し1年以上勤務している非正規雇用労働者に、退職金制度を整備すること。
　　※他、「手当」、「賃金水準の維持向上および公的支援を活用した賃上げの実施」、「労働時間管理」　等について要求
【最重点の取り組み（全支部共通）】
　国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(注1)をふまえて、①人権方針の策定、②人権デュー・ディリジェンス(注2)の実
　施、③救済メカニズムの構築などについて、当組合と協議して必要な措置をとること。
　　(注1)：「ビジネスと人権に関する指導原則」は、経済のグローバル化で企業活動が国境をこえて行われるようになった現状をふま
　　　　　 えて、国家と企業に対し一国の枠組みの中でのみならず、国外のサプライチェーン全体において児童労働や強制労働の防止、
　　　　　 違法な資源採掘や環境汚染の抑止などの人権保護措置をとるべきことを国連が2011年に定めた。日本はこの指導原則をもと
            に「ビジネスと人権に関する行動計画(2020～2025)」を策定している。
　　(注2)：様々な人権侵害リスクを特定し、実効性ある防止措置や対処措置がとられているかどうかを評価すること。

	一　時　金　関　連
	

　　　　　　　春闘交渉時
	【近畿地本（関西地区生コン支部）】
○本勤労働者・・・・・年間一時金要求：200万円以上
○日々雇用労働者・・・夏季・冬季手当とも3時間保障で3か月以上
【近畿地本（近畿地区トラック支部）】
○年間一時金要求：組合員1人あたり120万円
（但し、一切の人事考査、欠格条項は適用しないこと）
【近畿地本（関西ゼネラル支部）】
○一般部会（正社員労働者）・・・・年間一時金要求：200万円以上
○一般部会（非正規雇用労働者）・・職場において職務評価を実施し、正規雇用労働者と均衡のとれた一時金制度を確立すること。職務評価とそれに基づく均衡待遇を実施するまでの間、年間一時金を40万円以上とすること。
○医療・介護・保育部会・・・・年間一時金要求：100万円以上
	

	
	季別交渉時
	春闘期と同じ
	


２．要求・回答・統一行動等
	交渉時期
	要求日
	回答日（統一交渉日程含む）
	統一行動等

	春闘時
	支部ごとに設定
	支部ごとに設定
	―

	夏季
	―
	―
	―

	年末
	―
	―
	―


※本表は、大阪府が設定した項目に基づき、作成したものです。従って、各産別等要求方針の全てを記載しているものではありません。また、文言等は主旨の変わらない範囲で編集しています。
※季別（夏季・年末）交渉時の統一要求方針及び要求・回答・統一行動等は、一時金関連のみ記載しています。
